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◆伏魔殿？の都議会へ◆伏魔殿？の都議会へ
私は小平市議を3期12年務めた後、次の議員に私は小平市議を3期12年務めた後、次の議員に

バトンを渡し、2019年から東京・生活者ネットワークバトンを渡し、2019年から東京・生活者ネットワーク
政策調査室スタッフとして活動していました。地域政策調査室スタッフとして活動していました。地域
ネット議員やメンバーと連携し、調査や政策づくりネット議員やメンバーと連携し、調査や政策づくり
に携わることはローテーションの意義のひとつだとに携わることはローテーションの意義のひとつだと
実感しています。実感しています。
昨年の都議選で再選した岩永やす代さん（国分寺市・昨年の都議選で再選した岩永やす代さん（国分寺市・

国立市選出）が合同会派・立憲民主党・ミライ会議・生国立市選出）が合同会派・立憲民主党・ミライ会議・生
活者ネットワーク・無所属の会に入ったのを機に、政務活者ネットワーク・無所属の会に入ったのを機に、政務
調査会事務局スタッフとなり、都議会に異動しました。調査会事務局スタッフとなり、都議会に異動しました。
都議会は、ひと・まち社の初代代表理事でもある池都議会は、ひと・まち社の初代代表理事でもある池

田敦子さんが、生活者ネット初の議員として活躍した場田敦子さんが、生活者ネット初の議員として活躍した場
です。「台所のことを議会に持ち込むな」とのヤジに象です。「台所のことを議会に持ち込むな」とのヤジに象
徴されるように、生活者や女性の政治参画を切り拓い徴されるように、生活者や女性の政治参画を切り拓い
てきた歴史があります。てきた歴史があります。
巨大な財政規模（2026 年度はスイス並とか）と強巨大な財政規模（2026 年度はスイス並とか）と強

い首長権限をもつ東京で、市民の代弁者として先輩い首長権限をもつ東京で、市民の代弁者として先輩
たちが議会で訴えてきたごみ問題や子育て・介護のたちが議会で訴えてきたごみ問題や子育て・介護の
問題は、いまや法制化され、広く共有される社会問題は、いまや法制化され、広く共有される社会
課題となりました。先ごろの衆院選で「生活者ファー課題となりました。先ごろの衆院選で「生活者ファー
スト」がうたわれましたが、そのずっと前から市民政スト」がうたわれましたが、そのずっと前から市民政
治を実践してきたのです。治を実践してきたのです。
◆すれ違い答弁は小池都政ゆえ？◆すれ違い答弁は小池都政ゆえ？
とはいえ、驚くこともあります。議会質問の準備とはいえ、驚くこともあります。議会質問の準備

を細かく行うというのは、以前から聞いていましたを細かく行うというのは、以前から聞いていました
が、想像以上でした。担当部署とのやり取りをていが、想像以上でした。担当部署とのやり取りをてい
ねいに行うことで、こちらの意図をしっかり伝えたねいに行うことで、こちらの意図をしっかり伝えた
り、行政側の情報を得ることは大事なことです。しり、行政側の情報を得ることは大事なことです。し
かし、小池知事都政は、支持政党でない会派へはかし、小池知事都政は、支持政党でない会派へは
塩対応。質問の趣旨に沿うようにやりとりするのに塩対応。質問の趣旨に沿うようにやりとりするのに
相当の時間がかかります。相当の時間がかかります。

過去の都議会の議事録を読むと、池田さんと当時過去の都議会の議事録を読むと、池田さんと当時
の知事の食品安全に関する質疑では、論点を踏まえの知事の食品安全に関する質疑では、論点を踏まえ
た建設的な質疑も見られ、二元代表制の原点を改めた建設的な質疑も見られ、二元代表制の原点を改め
て考えさせられます。また、都の規模ゆえに縦割りて考えさせられます。また、都の規模ゆえに縦割り
が強く、横断的施策を提案することの難しさも痛感しが強く、横断的施策を提案することの難しさも痛感し
ています。ています。
◆だからこそ生活者の声を◆だからこそ生活者の声を
それでも、生活者ネットが都議を出し続けているこそれでも、生活者ネットが都議を出し続けているこ

との意義をあらためて感じる半年でもありました。条との意義をあらためて感じる半年でもありました。条
例は全庁的な取り組みを促す力を持ちます。ネットの例は全庁的な取り組みを促す力を持ちます。ネットの
粘り強い提案で実現した子どもの権利条例（東京都粘り強い提案で実現した子どもの権利条例（東京都
こども基本条例）は、子供政策連携室の設置と全庁こども基本条例）は、子供政策連携室の設置と全庁
取組につながっています。取組につながっています。
いま、岩永さんは、同じ発想でケアラー支援条例いま、岩永さんは、同じ発想でケアラー支援条例

を提案しています。そして、新年度では注目の新事業を提案しています。そして、新年度では注目の新事業
があります。「介護事業者経営力強化等サポート事業」があります。「介護事業者経営力強化等サポート事業」
です。都は2025年度に都内のです。都は2025年度に都内の訪問訪問介護事業所への介護事業所への
調査を行い、約4割が小規模事業所であることを把調査を行い、約4割が小規模事業所であることを把
握。今後、小規模事業所の運営の安定がなければ握。今後、小規模事業所の運営の安定がなければ
東京の介護は乗り越えられないと判断し、事務のバッ東京の介護は乗り越えられないと判断し、事務のバッ
クアップや複数の訪問介護事業所の連携のしくみ構クアップや複数の訪問介護事業所の連携のしくみ構
築とサポートなど新たな試みを展開する予定です。こ築とサポートなど新たな試みを展開する予定です。こ
れは、まさに生活者ネットとひと・まち社が行った調れは、まさに生活者ネットとひと・まち社が行った調
査結果への成果であり、査結果への成果であり、
大きく期待し、後押しして大きく期待し、後押しして
いきたい事業です。いきたい事業です。

これからも、政治の大これからも、政治の大
きな波に飲み込まれず「元きな波に飲み込まれず「元
祖 生活者」として、地域祖 生活者」として、地域
の声をしっかりと届けていの声をしっかりと届けてい
きたいと思っています。きたいと思っています。

東京都議会と生活者ネットワーク東京都議会と生活者ネットワーク

都議会立憲ミライネット政調会事務局／前東京・生活者ネットワーク政策調査室長 日向美砂子都議会立憲ミライネット政調会事務局／前東京・生活者ネットワーク政策調査室長 日向美砂子
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やっと制定されました「高次脳機能障害者支援法」！やっと制定されました「高次脳機能障害者支援法」！

NPO 法人東京高次脳機能障害協議会（TKK）　理事長 今井雅子NPO 法人東京高次脳機能障害協議会（TKK）　理事長 今井雅子

高次脳機能障害者支援法が全会一致で可決
待ち続けた「高次脳機能障害者支援法」（以下「支援

法」）が成立した日、2025 年12月16
日、参議院本会議の傍聴席にいまし
た。ずっと待ち続けていた議員立法

の「支援法」、12月5日の衆議院厚生労働委員会、8日
の本会議、そして16日の参議院厚生労働委員会を経て、
いよいよ本会議での議決となりました。日本高次脳機能
障害友の会の方 と々一緒に、手を握り締めてその瞬間を
祈っていました。本会議での議決は、議員席のボタンに
よる投票で、電光掲示板に結果が出ました！ご覧の通り、
「反対０」！全会一致の可決、感無量でした。ここまで
来るのにどれほど多くの方々の努力、尽力があったかと
思うと、ただただ感謝の言葉しかありません。
高次脳機能障害とは

高次脳機能障害は、脳卒中などの病気や事故など、
さまざまな原因によって脳に損傷を受け、記憶や注意、
言語、判断、思考などの機能がうまく働くことが出来な
くなる後遺症です。損傷部位や程度によって現れ方が異
なり、その症状は退院後の日常生活の中で現れてくるこ
とが多く、さまざまな場面で支障をきたします。そして外
見からは判りにくいため、周囲の理解や適切な支援が受
けられず、日々苦労して生活をしています。

障害理解も難しく、日々の生活の困難さの中から
1990 年代に、全国のあちこちで家族会が誕生し、活動
を始めていました。高次脳機能障害についての勉強会や

研修会、仲間同士の相談会、自治体や国への訴えなど
活発に活動していました。1998 年、国も動き出し、高次
脳機能障害者への具体的な支援方策を検討するために、
2001年から｢高次脳機能障害支援モデル事業 ｣に取り
組み、｢評価基準｣、｢訓練プログラム｣｢支援プログラ
ム｣を作成しました。さらに2006 年度からは高次脳機
能障害支援普及事業が始まりました。現在支援拠点は
136か所になっています。
途切れのない支援が必要

それでも日常の困りごとや課題はたくさんあり、それ
ぞれの家族会などは自治体等に訴えを続けています。高
次脳機能障害へのさらなる理解促進、縦割りの制度の
中で、原因や年齢などによって支援が違ったり、途切れ
たりすること、急性期、回復期病院の退院後の福祉等
との繋ぎ及び医療と切れてしまう問題、地域の格差、介
護保険と障害者総合支援法の併用の問題、高次脳機能
障害を理解し対応してくれる病院や施設、診断書を書い
てくれる医師が少ないなど、要望書で訴えても制度の問
題の多くの矛盾が出てきて、どこに住んでいても同じよう
な支援を求めるには、やはりこれは「法律」で定めても
らわなければ変わらない、とずっと願ってきたのです。
支援法ができるまで 10 年
日本脳外傷友の会（現在の日本高次脳機能障害友の会）

の元理事長東川悦子氏が中心になって、以前から毎年厚生
労働省に行っていらしたことは知っていました。そして現在の
片岡保憲理事長になってから約10年間、月3～4回高知か
らの上京、厚生労働省等の委員会などのメンバーとして、法
案成立に向けて尽力してくださいました。

成立後、今年1月24日に「日本高次脳機能障害友の
会緊急集会」が開催され、法案を通すために尽力された、
前参議院議員の衛藤晟一先生と友の会の片岡保憲理事
長の対談で、支援法が成立するまでの10年以上にわた

るご苦労を聞きま
した。片岡さんか
らの高次脳機能障
害者の実態と支援
の訴えを衛藤先
生に理解してもら
うのに3年かかっ

「高次脳機能障害の理解のために」( 東京都心身障害者福祉センター発行 )「高次脳機能障害の理解のために」( 東京都心身障害者福祉センター発行 )

高次脳機能障害とは、事故によるケガや病気などで脳機能の一部が損傷し、中途障害になることです。記憶障害、
社会的行動障害、失語、失認など、人により現れる症状や程度が異なり、外見からわかりにくく、本人が気づきにく
いこともあります。適切な支援があれば、回復に向かうことができます。しかし、これまで障害者総合支援法や介護
保険制度、子ども・子育て支援法などの既存の制度では、対応できなかったため、高次脳機能障害に対応する法律の
整備が求められていました。2025 年 12 月に高次脳機能障害者支援法が成立したので、長きにわたり当事者に具体的
な支援を続けてきた NPO 法人東京高次脳機能障害協議会理事長の今井雅子さんに報告していただきます。
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たそうです。昨年 4月25日、ようやく議員連盟が設
立されました。法案提出には全会派の賛成が無いと
出来ません。衛藤先生が 3年かかったものを他党の
先生方に伝えるのは大変だったと片岡さん。「6月の国
会で法案が通る」との情報で、その時を待っていまし
たが、結局は法案提出もありませんでした。各会派
の意見をまとめるのが大変だったとの衛藤先生の言葉
に、語り切れないご苦労があったことを推察しました。
ここまでは議員の方々が頑張ってくださらないと設立
できません。この法案成立にかかわってくださった与
野党全ての国会議員の方々に心から感謝いたします。
支援法の基本理念

こうして成立した「支援法」の内容です。
基本理念として、高次脳機能障害者の意思を尊重

し、自立および社会参加の機会を確保すること、社
会的障壁の除去を目指すこと、医療・福祉・教育・労
働等の関連機関が連携し、切れ目のない支援を行う
こと、が定められています。

国と地方公共団体の責務も「関係施策を横断的に
連携させ、統合的支援を進める責務、その支援が体
系的かつ実効的に行われることを確保する観点から、
同項の施策を総合的かつ計画的に策定し及び実施す
るため必要な措置を講ずるものとする。」と明確にさ
れています。また「支援の状況及び高次脳機能障害
者に対する支援に関して講じた施策に関する資料を作
成し、適切な方法により随時公表する」とも決められ

ています。さらに実施状況の国への報告と公表の対応
について、専門的な医療機関の確保、「高次脳機能
障害者支援地域協議会」の設置、高次脳機能障害
者と家族への支援についても書かれています。
高次脳機能障害者支援センターの設置

都道府県知事は、「高次脳機能障害者支援セン
ター」（以下支援センター）を指定し、または自ら実
施できる、「すべての都道府県及び指定都市において、
令和 8 年度中の可能な限り早期に、設置するよう準
備を進めるように」と定められています。支援センター
は専門的相談や情報提供、個別の専門的支援、研修、
医療・福祉・労働・教育などの機関の連絡調整など

を行うこととされています。
私の所属しているＴＫＫ(NPO 法人東京高次脳機能

障害協議会)では、議員に働きかけることは出来ませ
んでしたが、支援法について勉強会やアプローチ講
習会等で研修会も開催して学んできました。そこで参
考にしたのが「発達障害者支援法」（2004 年Ｈ16）
です。ご存知の通り、法律ができたことにより発達障
害の周知が広がり、支援センターが立ち上がって、支
援が全国的に広がっています。それと平行しての勉強
をしてきました。

先に書いたように、高次脳機能障害者支援において
は、国は「支援普及事業」を行っており、支援拠点が
支援センターになることが多いかと想像します。「既存の
会議体を活用・見直すなどして令和8年度中の可能な
限り早期に実施をお願いしたい」ということが、厚生労
働省からの説明にあります。ここでちょっと心配なのが、
今までやってきた事業や機関が、その名称を変えただけ
になることです。今までも拠点のコーディネーターの配置
も選任ではなく、兼務や不在となっている所もあると聞
いています。一生懸命やってくれた方がバーンアウトした
という話も聞きました。今の組織を名称だけでなく、根
本的に見直してスタートを切って欲しいと切に願います。
地域で安心して生活できる支援を

支援法が成立した時に、片岡理事長が「法律を作っ
たんだ！ずっと支援が続くんだよ！」と体いっぱいに喜び
を表して、両手を上げて話されていました。そうなんです、

ずっと続くのです。そしてできたから万歳ではない
のです。この法律をいかに生かして、高次脳機能
障害者や家族が安心して生活できるような支援を
作っていかなければならないのです。全国いろい
ろなところがあるでしょう。地域特有の支援もある
と思います。その中で自分たちの地域で、どんな
整備がされると高次脳機能障害支援ができるの
か、具体的な支援を考え、それを多くの関係機
関等とネットワークを構築！して共有し、大きな
うねりをつくっていきたいと思います。
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ひと・まち社より

編集後記：子どもを SNS の悪影響から守るため、フランスは15 歳未満の SNS 利用を禁止する法案が通り、スペインでも16 歳未満の
SNS 利用禁止の動きがある。アメリカでは「児童オンラインプライバシー保護法（COPPA）」で 13 歳未満の子どもの個人情報を収集・
利用する際には保護者に通知し、同意を得ることとしている。EU では「一般データ保護規則 (GDPR)」で個人データの厳しい保護を義
務付けている。日本にも原則はある。しかし、実際には自己申告で年齢確認がされており、保護者の関与なくSNS の利用が増え、子ど
もが様々なトラブルに巻き込まれる事件が発生し、形骸化している。小学生から携帯を持つ子どもが増えている今、家庭や学校に任せる
だけでなく、きちんとした法整備が必要だと思う。（M）

第 25回総会を開催します

ひと・まち社は設立当初からの介護保険制度に関すひと・まち社は設立当初からの介護保険制度に関す

る調査を継続的に行ってきました。昨年度はこれまでる調査を継続的に行ってきました。昨年度はこれまで

の 20 年間の調査の最終まとめとして介護予防に関すの 20 年間の調査の最終まとめとして介護予防に関す

る調査を行い、都内の自治体、利用者、訪問介護事業る調査を行い、都内の自治体、利用者、訪問介護事業

所、地域包括支援センターに対する調査を報告書にま所、地域包括支援センターに対する調査を報告書にま

とめました。10 月には 51 名の参加を得て、都議会とめました。10 月には 51 名の参加を得て、都議会

第二会議室で報告会を開催しました。第二会議室で報告会を開催しました。

第三者評価事業については障害者分野からの依頼が第三者評価事業については障害者分野からの依頼が

13 件と多く、高齢分野 24 件、保育所 3 件、児童養護13 件と多く、高齢分野 24 件、保育所 3 件、児童養護

3 件、合計 43 件の依頼がありました。事業所では人手3 件、合計 43 件の依頼がありました。事業所では人手

不足、外国人スタッフの増加などの現状があり、事業継不足、外国人スタッフの増加などの現状があり、事業継

続の難しい様子も伺えます。第三者評価を通して情報の続の難しい様子も伺えます。第三者評価を通して情報の

透明化を図るとともに、サービスの質の向上につなげられ透明化を図るとともに、サービスの質の向上につなげられ

るよう、評価者の育成にも取り組んでいきたいと思います。るよう、評価者の育成にも取り組んでいきたいと思います。

ひと・まち社が任意団体として設立して 28 年となりひと・まち社が任意団体として設立して 28 年となり

ます。今後の方針についても討議していきたいと思います。今後の方針についても討議していきたいと思い

ますので、皆様の総会へのご参加をお願い致します。ますので、皆様の総会へのご参加をお願い致します。

認定 NPO 市民シンクタンクひと・まち社
第 25 回総会

日時：2026 年 3 月 23 日 ( 月 )15 時～ 17 時

会場：ASK ビル４階会議室
（Zoom での参加をご希望の方は早めに連絡をお願いします )

ひと・まち社へのご寄付をお願いいたします
振込先口座 　

 特定非営利活動法人市民シンクタンクひとまち社

三菱 UFJ 銀行  新宿中央支店  普通　5298170

メールアドレス登録のお願い
ひと・まち社では SDGｓの取り組みとしてペーパレスをすすめてい
ます。今後の機関紙「ひと・まち」の電子データでの発信をすすめ
ています。通信購読をご希望の皆様にはメールアドレスのご登録へ
のご協力をお願い致します。npo@hitomachi.org

「介護保険・介護予防に関する調査」の出前報告に伺います

ひと・まち社は 1998 年設立当初から介護保険制ひと・まち社は 1998 年設立当初から介護保険制

度に着目した調査活動を行って、地域活動や市民政度に着目した調査活動を行って、地域活動や市民政

策作りに生かすことを目指してきました。策作りに生かすことを目指してきました。

2024 年に実施した調査報告を「介護保険・介護2024 年に実施した調査報告を「介護保険・介護

予防に関する調査」にまとめ、2025 年 10 月に都予防に関する調査」にまとめ、2025 年 10 月に都

庁会議室で、鏡諭氏（元淑徳大学コミュニティ政策庁会議室で、鏡諭氏（元淑徳大学コミュニティ政策

学部教授）の基調講演「介護保険制度の現状と嫌わ学部教授）の基調講演「介護保険制度の現状と嫌わ

れた負担増」をいただき、報告会を実施いたしましれた負担増」をいただき、報告会を実施いたしまし

た。報告会の参加者から「調査報告書を生かしていた。報告会の参加者から「調査報告書を生かしてい

きたい」との意見を受けて、報告書を地域の活動にきたい」との意見を受けて、報告書を地域の活動に

生かしていただくために、地域での調査の報告に出生かしていただくために、地域での調査の報告に出

向きます。向きます。

調査は利用者調査 190 件、自治体調査 45 自治調査は利用者調査 190 件、自治体調査 45 自治

体、地域包括支援センター 275 所、訪問介護事業体、地域包括支援センター 275 所、訪問介護事業

所 58 所の回答をまとめています。地域包括支援セ所 58 所の回答をまとめています。地域包括支援セ

ンターの調査では同じ自治体の中でも取り組みが異ンターの調査では同じ自治体の中でも取り組みが異

なるなど、地域性が見られましたので、地域を知るなるなど、地域性が見られましたので、地域を知る

材料の一つとして報告書を活用してくだい。材料の一つとして報告書を活用してくだい。

●●出前報告は 2 種類出前報告は 2 種類

A. 介護保険・介護予防に関する調査A. 介護保険・介護予防に関する調査

B. 鏡諭氏の講演と併せた調査報告B. 鏡諭氏の講演と併せた調査報告

＊参加人数に関わらず、調査報告に出向きますので、＊参加人数に関わらず、調査報告に出向きますので、

お気軽にお問い合わせください。（費用は応相談）お気軽にお問い合わせください。（費用は応相談）

問い合わせ先：市民シンクタンクひと・まち社問い合わせ先：市民シンクタンクひと・まち社

☎☎ 03-3204-434203-3204-4342
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